
シ
ヨ

並

延
卒
二
年
九
且
十
四
日
岩
間
設
右
衛
門
に
定
番

一
れ
た
年
且
を
明
ら
か
に
せ
ぬ
。

シ
ョ
ウ
フ
タ
ジ
聖
一
踊
寺

河
北
部
鳥
越
に
在
つ

御
歩
小
印
刷
加
を
命
ぜ
ら
れ
、
寛
延
ご
年
小
頭
に
鞘
じ
一

ジ
ヨ
ウ
フ
定
府

務
士
に
し
て
江
戸
邸
内
に
町

一
て
J

叫
由
市
東
一
献
に
因
す
る
o
も
と
道
相
端
で
あ
っ
た
が
、

た
。
こ
の
前
後
小
川
町
辿
に
任
ぜ
ら
れ
た
も
の
は
、

一
一
住
し
.
封
凶
に
邸
る
こ
と
の
な
い
者
を
い
ふ
。

一
明
治
十
三
年
四
且
寺
般
公
棋
の
許
可
を
得
た
。

人
も
見
町
ら
ぬ
。

一

シ
ョ
ウ
ブ
ウ
チ

菖
蒲
打

滞
放
の
時
、
川
午
の

一

シ
ョ
ウ
フ
ク
ジ

照
稿
寺
川
崎
宅
榔
石
休
場
に
在

ジ
ヨ
ウ
バ
ン
カ
チ
ナ
Z

定
番
歩
並

{
足
寄
御
歩

一
日
の
遊
戯
に
南
部
打
が
あ
っ
た
o

H

U

稲
荷
束
ね
て
照

一
っ
て
‘
回
目
宗
京
一
献
に
邸
す
る
。

凱
の
起
原
は
不
明
で
あ
る
が
‘
費
附
七
年
七
且
四
日

一
く
切

b
、
細
き
蹴
縄
で
緊
純
L
、
之
で
大
地
売
灯
つ

一

ジ
ヨ
ウ
フ
歩
ジ
簿
一
一
縞
寺

石
川
綿
製

m新
保
に

前

m平
助
が
こ
の
誠
に
召
出
さ
れ
、
切
米
四
十
伎
を
一
の
で
あ
る
が
、
士
家
の
二
三
男
父
は
若
市
町
等
は
、
知

一
在
っ
て
、
民
宗
東
一
極
に
図
す
ろ
。
文
久
二
年
三
月
本

脇
は
り
、
公
子
前
問
利
氏
の
配
帥
附
役
を
命
ぜ
ら
れ
た

一
人
の
件
そ
打
っ
て
品
開
を
よ
り
、
特
に
石
守
口
術
中
に

一
山
か
ら
寺
山
札
止
宵
得
た
。

こ
と
が
あ
る
。
そ
の
後
天
明
抗
年
十
』
伊
際
宇
右
術

一
包
ん
で
市
今日
そ
地
す
も
の
さ

へ
あ
っ
た

o
mに
ζ

の
一

ジ
ヨ
ウ
フ
h
y
ジ

浮

福
寺
河
ル
山
部
余
地
に
在
つ

門
‘
民
間
右
半
次
・郎
内
九
兵
衛
が
之
に
任
ぜ
ら
れ
た

一
日
は
商
家
の
約
官
邸
す
の
武
士
町
和
泊
る
も
の
が
少
か

一
て
、
認
宗
取
仮
に
回
す
る
。
明
治
二
年
八
月
苛
凱
公

が
、
苧
保
元
年
に
定
番
御
歩
に
地
ん
だ
o

一
っ
た
。

一
艇
の
許
可
脅
得
た
。

ジ
ヨ
ウ
ビ
ケ
シ
定
火
消

滞
士
中
大
称
の
人
持

一

シ
ョ
ウ
ブ
ガ
ヤ
チ
ゴ
ヱ

葛
蒲
ヶ
谷
内
越
出
品

一

ジ
ヨ
ウ
フ
ク
ジ
簿
一一踊
寺

以
半
刈
大
箱
に
在
つ

に
命
じ
消
防
の
市
中
に
詰
ら
し
め
る
を
定
火
消
と
い
う

一
部
大
様
か
ら
、
用
羽
咋
市
総
凶・
代
出
・
製
谷
小
山
常
純

一
て
、
国叫宗
取
一
献
に
邸
す
る
。

た
。
そ
の
邸
宅
屋
上
に
お
柄
を
設
け
、
日
夜
入
札
官
位

一
て
、
則
松
に
出
づ
る
活
協
ル
一い
」
。
大
出
か
ら
則
松

一

ジ
ヨ
ウ
フ
タ
ジ
浮
認
寺

珠
洲
市
引
砂
に
在
つ

い
て
段
現
せ
し
め
、
若
し
市
内
に
失
火
あ
れ
ば
板
を

一
ま
で
八
粁
。

一
て
、
民
宗
京
一
献
に
印刷
す
る
。

誤
っ
て
報
じ
、
主
人
は
家
臣
僕
穀
抑
制
夫
数
十
百
λ
を

一

シ
ョ
ウ
フ
ク
ジ
正
縞
寺

金
抑
三
械
に
在
っ
て
二

ジ
ヨ
ウ
フ
ヲ
ジ

静
一
時
寺
能
安
部
土
室
に
在
つ

翠
ゐ
て
馳
せ
至
る
。
火
山
旧
役
の
摂
蹴
と
し
て
似
を
用

一
曲
目
宗
磁
波
に
毘
す
る
。
天
正
十
四
年
来
活
こ
れ
世
間

一
て
、民
宗
一
地
福
山
に
闘
す
る
。
も
と
道
制
端
で
あ
っ
た
が
、

ひ
、
到制
婦
に
在
つ
て
は
之
を
思
，別
に
制
て
L
池
山
出
動

一
山
に
建
立
し
、

二
代
史
采
は
前
川
利
長
に
随
う
て
尚

一
明
治
十
三
配
八
月
寺
蹴
の
公
抑
制
中
一
泊
さ
れ
た
。

止
を
示
し
た
。
冗
文
元
年
正
月
十
日
八
人
に
命
ぜ
ら

一
間
に
紗
っ
た
。
鐙
来
談
花
宥
好
み
、
之
そ
利
長
に
紙

一

ジ
ヨ
ウ

7
9ジ
常

福

寺

金
部
小
時
間
に
在
つ

れ
た
の
が
こ
の
役
の
初
で
、
一
番
成
瀬
内
政
助
怠
胤
一
じ
た
鉛
、
花
附
の
地
三
百
八
十
歩
脅
賜
は
っ
た
こ
と

一
て
、
民
宗
別
様
に
回
す
る。

陛
長
十
二
師
能
積
七
陪

玉
井
市
正
・生
駒
内
勝
一
直
方
・抽
出
呑
左
京
之
長
、
二
番

一
が
あ
る
。

三
代
m
M
耐
の
時
金
搾
公
能
町
に
移
っ
た

一の
治
両
者
給
念
は
、
金
期
開
束
米
寺
の
看
坊
た
る
べ
き

諸
経
縦
人
・
杭
山
式
部
氏
従
・
開
典
左
衛
門
定
成
巾

一
が
、
町
永
八
年
凶
代
の
時
そ
の
地
公
問
と
な
っ
て
今

一
命
荷
受
け
、
七
賂
に
は
弟
闘
附
脅
し
て
後
住
た
ら
し

村
惣
右
衛
門
奥
政
で
あ
っ
た
。

抽出
番
巾
村
は
御
前
均

一
の
既
に
判
じ
た
。

一
め
、
自
ら
陀
縦
尼
鍛
冶
町
に
古
川
中
-
受
け
た
。
次
い

廻
測
で
話
役
を
勤
め
た
の
で
あ
る
。
之
よ
り
先
成
治

一

シ
ョ
ウ
フ
タ
ジ
正
稿
寺

湖
的
側
刑
制
的
に
在
つ

一
で
沈
永
H
一
年
火
災
に
よ
り
て
袋
町
に
向
v
h
、
誠
治

年
間
前

m平
太
夫
・
仙
石
防
左
衛
門
・
坂
訓
典
右
術

一
て
、
民
宗
東
振
に
回
す
る
。

一
一
一年
小
前
川
町
に
判
じ
、
斑
文
三
年
叉
木
新
保
荒
町
に

門
・寺
西
若
狭
・
商
尾
山
中
人
等
の
勤
め
た
こ
と
も
あ
る
一

シ
ョ
ウ
フ
歩
ジ
正
稿
寺

山
出
品
部
千
旧
日
に
在
つ

一
移
り
、
大
正
五
年
今
の
地
に
移
っ
た
。

が
、
是
臨
す
は
火
消
役
と
風
廻
と
を
鍛
ね
た
と
い
ふ
o

一
て
、
由
民
宗
東
一
政
に
回
す
る
。

一

ジ
ヨ
ウ
フ
空
ジ
常
福
寺

金
持
高
道
町
に
在
つ

点
卒
の
頃
に
去
っ
て
は
十
人
で
、
読
人
宛
牢
且
交
代

一

シ
ョ
ウ

7
9ジ
正

編

寺

以
前
仰
町
制
宗
総
持

一
て
、
久郡山
山
と
蹴
し
、
日
諸
宗
に
臨
す
る
o
E保
凶

二
番
に
勤
め
、
身
分
は
紙
ね
二
千
石
以
上
の
も
の

一
寺
山
内
に
在
っ
て
、
班
長
十

一
年
朝
刊
伸
の
建
立
す
る

一
年
妙
成
寺
十
沢
代
日
係
の
創
建
に
係
り
、
初
め
卯
医

で
あ
っ
た
。
凶
に
い
ふ
。
江
戸
へ
人
持
火
消
を
遣
は
一
所
。
山
内
の
暫
政
院
に
獄
闘
し
て
ゐ
た
が
今
は
無

一
に
陪
た
が
、
明
治
元
年
三
月
五
日
出
火
焼
亡
し
、
後

さ
れ
た
こ
と
は
、
世
間
目
白
紙
記
に
『
延
期は
八
年
加
藤
剛
一

ぃ
。

一
長
久
寺
の
容
般
を
脈
う
て
堂
宇
に
宛
て
た
。

郡
伊
腕
兵
助
右
雨
入
江
戸
火
消
役
彼
仰
付
。
但
今

一

シ
ョ
ウ
フ
タ
ジ
正
稿
寺

珠
洲
川
大
切
に
在
つ

一

ジ
ヨ
ウ
フ

9
ジ

常

福

寺

肌

品

別
府
出
に
在
つ

年
始
削
人
持
火
削
被
箇
。
』
と
あ
る
が
、
そ
の
機
せ
ら

一
て
、
民

宗

斑

振

に

回

す

る

。

て

、
民世間閉
山
振
に
臨
す
る
。

四
O
五

シ
ョ
ウ
ホ
ウ
イ
ン
正
法
院
政
諒
軒
目
録
延
徳

四
年
配
且
官
五
日
の
艇
に
、『
能
州
正
法
院
可
来
之
尚

桂
公
告
之
。
』
と
あ
る
。
正
法
院
は
今
存
せ
ぬ
。

ジ
ヨ
ウ
ホ
ウ
ジ
器
用
法
寺

柄
引
昨
加
出
向
に
在
つ

ジ
ヨ
ウ
フ
ヲ
ジ
ア
ゲ
チ
マ
チ
常
稿
寺
上
地
町

金
四
悼
の
笛
町
名
。
元
政
九
年
本
町
肝
削
減
一
許
附
に
、

上
寺
町
の
次
に
以
前
寺
上
地
町
と
犯
し
、
平
和
三
年

間
相
府
に
泌
謹
の
金
総
町
名
自
に
、
桶
川
の
下
敢
に
前

編
寺
上
地
問
と
純
せ
て
あ
る

o
m町
の
約
き
で
呉

川
の
尻
地
で
あ
っ
た
が
、
今
は
そ
の
名
が
紛

え
た
。

凶
器
一
回
目
抜
問
答
に
上
今
町
之
内
治
献
寺
上
地
問
と
す

る
も
の
は
誌
で
あ
る
。

ジ
ヨ
ウ
フ
h
y
ジ

マ

へ

常
縞
寺
前

金州
仰
の
白
川

名
o
AMR刷
寺
の
前
週
で
あ
っ
た
か
ら
の
名
斜
で
あ
ろ

が
、
明
治
四
年
四
月
戸
籍
編
成
の
防
水

J

新
保
五
議

了
と
し
た
。

ジ
ヨ
ウ
フ
タ
ジ
モ
ン
ゼ
ン
成
一蹴
寺
門
前

金
仰

の
活
町
名
。
成
制
寺
は
お
山
波
山
伏
で
、
際
棚
'M
山

駐
の
別
館
で
あ
っ
た
。
そ
の
前
泡
宇
辛勝
棚
成
制
寺
門

前
と
い
う
た
が
、
明
治
四
年
四
且
戸
籍
編
成
の
隙
か

ら
、
出
に
瞭
棚
と
挺
す
る
こ
と
に
し
た
。

シ
ョ
ウ
ブ
ダ
ニ
正
部
谷
河
出
術
引
上
庄
に
邸

す
る
部古川。

シ
ョ
ウ
ブ
ダ
エ
正
部
谷

臨
応
部
金
丸
の
内
の

小
手
。シ

ョ
ウ
ブ
ツ
正
偽

凪
京
市
浦
上
の
内
の
小
子
。

シ
ョ
ウ
ブ
ツ
ジ
稲
偽
寺

能
山
山
部
寺
引
に
あ
っ

て
、
国
典
宗
夜
振
に
臨
す
る
o
山
鋭
は
寺
引
山
。

シ
ョ
ウ
ブ
ツ
ジ
稲
悌
寺

石
川
柑
嗣
留
に
在
っ

て
、
震
宗
市
民
涯
に
臨
す
る
。

シ
ョ
ウ
ホ
イ
ン
正
甫
院

日
山
部
宅
第
二
代
前

m正
前
の
法
説
。
旅
し
く
は
正
前
脱
出
入
心
日
也
大
山

士。


